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し
て
い
ま
せ
ん
。
ど
う
し
た
ら
よ

い
で
す
か
。

　

Ａ　

軽
自
動
車
税
は
、
そ
の
年

の
４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
課

税
さ
れ
ま
す
。
今
は
不
使
用
で
も
、

廃
車
手
続
き
を
し
な
い
と
登
録
さ

れ
た
ま
ま
に
な
り
ま
す
。
標
識（
原

動
機
付
自
転
車
の
み
）
を
お
持
ち

の
場
合
は
そ
れ
を
持
参
し
て
、
課

税
課
（
市
役
所
２
階
）
で
廃
車
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

盗
難
な
ど
で
標
識
が
な
い
場
合
は

そ
の
旨
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　

原
動
機
付
自
転
車
以
外
の
１
２

５
�
を
超
え
る
バ
イ
ク
や
軽
四
輪

自
動
車
は
、
前
述
の
多
摩
自
動
車

検
査
登
録
事
務
所
ま
た
は
軽
自
動

車
検
査
協
会
で
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

市
民
税

市
民
税
・・

都
民
税

都
民
税

　月に約４２,０００件のアクセスがある市のホームページに広告（バ

ナー広告）を掲載してみませんか。

　【基準】公共性と品位を損なわないもの。政治・宗教活動、意
見広告と個人宣伝などは除きます

　【規格】「扉のページ」上に、縦６０ピクセル、横１５０ピクセル。４
キロバイト以内。ＧＩＦ形式

　※広告デザインは広告主で作成となります。

　【募集枠】８枠
　【掲載期間】５月から、１カ月単位で最長１２カ月
　【掲載料】１枠当たり月２０,０００円
　申し込みは３月１２日（月）までに（消印有効）、所定の申込書（広

報課〈市役所２階〉で配布）に必要事項を記入の上、〒２０３－８５５５、

市役所広報課あて郵送を。電子メール（下記メールアドレス参照）、

ファクス４７２・１１３１または直接同課（市役所２階）へ持参も可。

　※申込書は市ホームページからも入手できます。

　詳しくは同課広報担当�４７０・７７０８へ。

市ホームページに掲載する
広告主を募集

◆広報課メールアドレス
koho@city.higashikurume.lg.jp

遠
慮
く
だ
さ
い
。

相
談
に
来
ら
れ
る
方
へ

　

あ
ら
か
じ
め
自
分
で
書
け
る
と

こ
ろ
は
記
入
し
、

早
め
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。　

　

申
告
期
間
が
終

わ
り
に
近
づ
く
と

混
雑
す
る
た
め
、
お
待
ち
い
た
だ

く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

帳
ま
た
は
証
明
書
▽
印
鑑

　

年
度
課
税（
非
課
税
） 

１９証

明

書

の

発

行

　
　

年
度
（　

年
分
所
得
）
の
課

１９

１８

税
（
非
課
税
）
証
明
書
の
発
行
は
、

い
方
は
、
課
税
課
市
民
税
係
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。
な
お
、
申
告
書

は
、
上
の
原
・
ひ
ば
り
が
丘
・
滝

山
の
各
連
絡
所
に
も
用
意
し
て
あ

り
ま
す
。

申
告
に
必
要
な
も
の

　

申
告
書
▽
源
泉
徴
収
票
・
収
入

証
明
書
な
ど
前
年
中
の
収
入
金
額

の
分
か
る
書
類
▽
社
会
保
険
料
・

生
命
保
険
料
･
損
害
保
険
料
・
医

療
費
等
の
各
控
除
を
受
け
る
場
合

は
、
前
年
中
に
支
払
っ
た
証
明
書

ま
た
は
領
収
書
▽
国
民
健
康
保
険

税
・
国
民
年
金
・
介
護
保
険
料
で

前
年
中
に
支
払
っ
た
領
収
書
等
▽

障
害
を
お
持
ち
の
方
は
障
害
者
手

役
所
へ
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出

済
み
の
方

　
（
３
）給
与
所
得
者
の
妻
な
ど
で
、

同
居
の
方
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る

方
　
（
４
）　

年
中
か
ら
継
続
し
て
生

１８

活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

前
年
中
に
収
入
の 

な
か
っ
た
方
も
申
告
を

　

前
年
（　

年
）
中
に
、
病
気
･

１８

失
業
・
学
生
等
の
理
由
で
収
入
の

な
か
っ
た
方
も
、
申
告
書
裏
面
の

「
収
入
の
な
か
っ
た
方
へ
」に
そ
の

旨
を
記
入
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い

（
同
居
の
方
の
扶
養
に
な
っ
て
い

る
場
合
は
除
く
）。

　

※
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に

よ
り
、
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免

や
介
護
保
険
料
の
算
定
の
基
礎
資

料
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
申
告
が
な
い
と
、
年
金

や
児
童
手
当
な
ど
の
受
給
申
請
や

都
営
住
宅
入
居
な
ど
の
申
請
時
に

必
要
な
税
証
明
が
発
行
で
き
ま
せ

ん
。市

民
税
・
都
民
税
の 

申
告
書
が
届
か
な
い
方
へ

　

申
告
書
は
、
申
告
す
る
必
要
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
方
に
郵
送
し
ま

し
た
が
、
該
当
す
る
方
で
届
か
な

申
告
が
必
要
な
方

　
（
１
）　

年
１
月
１
日
現
在
、
市

１９

内
に
住
所
が
あ
り
、
前
年
中
に
収

入
の
あ
っ
た
方

　
（
２
）
給
与
所
得
者
の
方
で
も
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
。

①
勤
務
先
か
ら
市
役
所
へ
給
与
支

払
報
告
書
の
提
出
が
な
い
方
②
給

与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い

る
方
③　

年
中
に
退
職
し
、　

年

１８

１９

ど
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
方
⑤

所
得
税
の
源
泉
徴
収
が
行
わ
れ
な

い
家
事
使
用
人
、
在
日
外
国
公
館

に
勤
務
す
る
方
お
よ
び
国
外
で
支

払
い
を
受
け
る
給
与
等
の
あ
る
方

確
定
申
告
を
す
る
と 

税
金
が
戻
る
方

　
（
１
）医
療
費
を
多
く
支
払
っ
た

方
　
（
２
）住
宅
を
ロ
ー
ン
な
ど
で
購

入
さ
れ
た
方

　
（
３
）
年
の
途
中
で
退
職
し
、
再

就
職
し
な
か
っ
た
方

　
（
４
）災
害
や
盗
難
に
あ
っ
た
方
、

な
ど

確
定
申
告
が
必
要
な
方

　
（
１
）
事
業
を
営
ん
で
い
る
方
、

不
動
産
所
得
な
ど
が
あ
る
方
、
土

地
・
建
物
等
や
ゴ
ル
フ
会
員
権
お

よ
び
株
式
等
を
譲
渡
し
た
方
な
ど

で
、　

年
中
の
各
種
所
得
の
合
計

１８

　
「
市
民
税
・
都
民
税
」
の
申
告
は

「
市
役
所
」
へ
、「
所
得
税
」
の
確

定
申
告
は
「
東
村
山
税
務
署
」
へ
、

い
ず
れ
も
３
月　

日
（
木
）
ま
で

１５

　

軽
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日
現

在
、
バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
を
お
持

ち
の
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
使
用

し
な
く
な
っ
た
り
、
所
有
者
が
変

額
か
ら
所
得
控
除
額
を
差
し
引
い

た
金
額
を
基
礎
と
し
て
計
算
し
た

税
額
が
、
配
当
控
除
額
、
年
末
調

整
に
か
か
る
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
額
お
よ
び
定
率
減
税
額
の
合

計
額
よ
り
多
い
方

　
（
２
）
給
与
所
得
の
あ
る
方
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
。

①
給
与
の
年
収
が
２
０
０
０
万
円

を
超
え
る
方
②
給
与
を
２
カ
所
以

上
か
ら
受
け
て
い
る
方
で
、
従
た

る
給
与
等
の
金
額
と
給
与
以
外
の

所
得
と
の
合
計
額
が　

万
円
を
超

２０

え
る
方
③
給
与
以
外
の
所
得
が　
２０

万
円
を
超
え
る
方
④
同
族
会
社
の

役
員
等
で
、
そ
の
法
人
か
ら
貸
付

金
の
利
子
や
不
動
産
の
賃
貸
料
な

１
月
１
日
現
在
就
職
し
て
い
な
い

方
④
給
与
の
ほ
か
に
地
代
、
家
賃
、

原
稿
料
、
年
金
、
配
当
な
ど
の
所

得
が
あ
っ
た
方
（
所
得
税
で
は
、

給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所
得

が　

万
円
以
下
の
方
に
つ
い
て
は

２０
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま

せ
ん
が
、
市
民
税
・
都
民
税
で
は

申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
）

　
（
３
）　

年
１
月
１
日
現
在
、
市

１９

内
に
居
住
し
て
い
な
い
が
、
市
内

に
事
務
所
や
家
屋
敷
を
有
す
る
方

申
告
の
必
要
が
な
い
方

　
（
１
）「
申
告
が
必
要
な
方
」
の

（
１
）
〜
（
３
）
に
該
当
す
る
方
で

も
、
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
税

務
署
に
提
出
し
た
方

　
（
２
）給
与
所
得
者
で
給
与
以
外

の
所
得
が
な
く
、
勤
務
先
か
ら
市

わ
っ
た
バ
イ
ク
・
軽
自
動
車
等
は
、

３
月　

日（
金
）ま
で
に
取
扱
窓
口

３０

で
廃
車
ま
た
は
所
有
者
変
更
の
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、軽

自
動
車
税
は
月
割
課
税
制
度
が
あ

り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
【
取
扱
窓
口
】１
２
５
㏄
以
下
の

バ
イ
ク
・
小
型
特
殊
自
動
車
＝
課

税
課
（
市
役
所
２
階
）
▽
１
２
５

㏄
を
超
え
る
バ
イ
ク
＝
多
摩
自

動
車
検
査
登
録
事
務
所
（
国
立
市

北
３
ノ　

ノ
３
）
�
０
５
０
・
５

３０

５
４
０
・
２
０
３
３
▽
軽
自
動
車

＝
軽
自
動
車
検
査
協
会
多
摩
支
所

（
国
立
市
北
３
ノ　

ノ　

）
�
０
４

２７

１１

２
・
５
２
５
・
４
３
６
０

　

※
１
２
５
�
以
下
の
バ
イ
ク
で
、

標
識
等
が
な
く
廃
車
手
続
き
が
済

ん
で
い
な
い
方
も
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

　

詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係

（
内
線
２
３
３
１
、２
３
３
２
）へ
。

軽
自
動
車
税
Ｑ
＆
Ａ

　

Ｑ　

軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知

書
や
督
促
状
が
送
ら
れ
て
き
ま
す

が
、
も
う
２
、
３
年
前
か
ら
所
有

当
初
賦
課
決
定
後
（
毎
月
の
給
与

の
み
か
ら
市
民
税
・
都
民
税
が
差

し
引
か
れ
る
方
は
、
５
月　

日
ご

１０

ろ
、
そ
の
ほ
か
の
方
は
、
６
月　
１１

日
ご
ろ
）
に
な
り
ま
す
。

バイクや

軽自動車の

廃車・所有者変更の手続きを

手続きの種類と必要な書類など（原動機付自転車、小型特殊車）

手続きに必要なもの

手続きの内容 譲 渡
証 明 書

廃車申告
受 付 書

販 売
証 明 書

標 識
( ナンバー
プレート）

標識交付
証 明 書

印 鑑
または
免 許 証

○○新 規 購 入新

規

登

録

○○廃車手続済み転
入 ○○○未 廃 車

○○○廃車手続済み譲
渡 ○○○○未 廃 車

○○○廃　　　車

※法人の場合は、会社の「社印」および「代表者印」を押印してください。 
※廃車の際、ナンバープレートを紛失等で返却できない場合、２００円の弁償金を納めていただきます。
※盗難で廃車の場合は、警察に「盗難届の受理番号」を確認してください。
※本人以外の方（代理人）は、委任状が必要になります。 

廃車・所有者変更したら手続きを廃車・所有者変更したら手続きを
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申
告
と
相
談
は

市
役
所
課
税
課
市
民
税
係
へ

（
内
線
２
３
３
３
〜
２
３
３
７
）

※
土
曜
・
日
曜
日
は
休
み

所得税は
東村山税務署へ

申
告
と
相
談
は
東
村
山
税
務
署
へ

〒
１
８
９－

８
５
５
５

東
村
山
市
本
町
１
ノ　

ノ　
２０

２２

�
０
４
２
・
３
９
４
・
６
８
１
１

※
土
曜
・
日
曜
日
は
休
み

に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
（
土
曜
・

日
曜
日
は
休
み
）。

　

申
請
は
郵
送
で
も
で
き
ま
す
。

申
告
書
を
郵
送
す
る
方
で「
控
え
」

が
必
要
な
方
は
、
返
信
用
の
切
手

を
張
っ
た
封
筒
を
同
封
し
て
く
だ

さ
い
。

　

各
会
場
と
も
車
で
の
来
場
は
ご

　市役所でお受けできる確定申告は、次のも

のに限らせていただきます。

　（１）提出のみの方＝内容が記入されていて、
お預かりするだけのもの

　（２）簡易な申告の方＝①給与や公的年金の
みの収入の方②前記①に該当し、医療費控除

や寄付金控除のある方

　なお、簡易な申告の方で、市役所にお越し

いただく場合には、あらかじめ確定申告書の

住所、氏名、扶養控除、所得金額欄など分か

るところは記載し、筆記具・計算機をご持参

ください。市役所では、確定申告書（簡易な

もの）の記載方法などについて疑問等がある

方に書き方のアドバイスを行いますが、確定

申告書はご自身で作成していただきます。

　※申告期間が３月１５日に近づきますと、申

告会場が大変混雑するため、お待ちいただ

く場合があります。お早めにお越しくださ

い。

お願い

申告先のご確認を

市民税・都民税は
市役所へ

所
得
税

所
得
税

税
の
申
告
は
お
済
み
で
す
か

市
民
税
･
都
民
税
、
所
得
税
の
申
告
は
３
月　

日
ま
で
に

１５

郵
送
で
も
申
告
で
き
ま
す

税
の
申
告
は
お
済
み
で
す
か

税
の
申
告
は
お
済
み
で
す
か

３月３月３３００日日（金）（金）までにまでに
お願いしますお願いします


